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令 和 8

年神 ?
(通告書

年 5月 28日
時 2と 分 受 付

3  本文)No。  1

質 問 事 項 要 』
日 答 弁 者

1 つ くば市の生活
保護行政の在 り方

について

生活保護制度は、収入が最低生活費を下回

り、生活の維持が難 しくなつた時に利用でき

る、憲法第25条にも保障された権利です。 しか

し日本では、必要な人がどれ くらい生活保護を

受けられているかを示す 「捕捉率」が20%程度
と言われ、欧米の同様な制度の50～80%に対 し
て著 しく低い状況にあります。

必要な人が受給に至 らない原因としては、

①情報の障壁 (制度を知らない、資産処分等に

姑する思い込み等)      !
②心理的な障壁 (扶養照会等で身内に知られる
ことへの抵抗感、生活保護そのものに対する偏

見等)

③手続きの障壁 (申請が難しい、申請に至らな
い)
の 3つの「壁」があると考えます。
生活保護受給の必要が生じた時にためらわ

ずに申請でき、また支援にうながるつくば市で

あるためにどうあつたらよいかを共に考える

目的で、以下伺います。

(1)つ くば市における生活保護受給に関する
過去 3年間の以下の実績
ア 生活保護受給の相談者数 (実人数)、
申請者数及び受給決定者数

イ アの相談者のうち申請に至らなかつた
主な理由とそれぞれの人数

ウ 相談者のうち生活困窮者自立支援制度
につなげた人数及びその支援内訳

市長

担当部長

下記の事項について、質問したいので通告 します。

令和 8年 5月 28日
つくば市議会議長 様

つ の

※ 一般質問を行うに当たつては,明確な答弁を求めるため,会議規則第 61条編注
4の とおり,通告書に発言の要旨等を読んで分かる程度の具体的内容を記入され

二え

るようお願いします。



つくば市議会議員 あさの えくこ No.2

質 問 事 項 要 』
日 答 弁 者

2 つ くば市立幼稚
園の役割 と今後に

ついて

(2)扶養照会について
ア 相談者に姑 してどのように説明及び聞
き取 りを行つているか

イ (1)ア の申請者の うち実際に扶養照会
を行った数 と割合

ウ (1)ア の申請者の うち扶養照会の結果、
親族等による扶養が決定し、生活保護に

至らなかつた数

(3)° 相談者が自家用車及び持ち家を保有 し

ている際の以下の状況

ア その処分及び活用に関してどのような
説明及び聞き取 りを行っているか

イ 現在の受給世帯の うち、それぞれ保有
している割合

(4)生活保護制度の周知について

つくば市では公立幼稚園の管轄は教育局と

なっています。学区審議会の中で折々その在り

方について意見が出ましたが、中心的な議題に

なることはありませんでした。しかし2025年 3

月の学区審議会答申で「つくば市における未就

学児の教育・保育の在り方や、市立幼稚園の役

割・意義について、着実に議論を進めていく必

要があります」と記載され、同年 9月 より、「つ

くば市立幼稚園のあり方検討委員会」が始まっ

たことを評価します。つくば。市民ネットワー

クではこれまで、 3年保育の拡充(公立幼稚園
の認定こども園化を中心に提案してきました。
この問題は「保育ニーパ」「経済性」という文

脈で語られることが多く、もちろんヽそれは大

切な視点ですが、一番に考えなくてはならない

のは、こども基本法第 3条にある「子どもにと
っての最善の利益とは何か」ということです。
この 2うの視点で以下伺います。

市長

教育長

担当部長

※ 一般質問を行うに当たつては,明確な答弁を求めるため,会議規則第 61条編注
4の とお り, 涌告書

るようお願いします。

こ率 言 の 要 旨等 を読 んで分かる程度の具体的内容を記入 され



つ イず さの え こ  No.3

質 問 事 項 要 』
日 答 弁 者

(1)市立幼稚園での 3年保育の実施状況、保
′護者へのアンケー ト結果及び今後の拡充予

定

(2)市立幼稚園での平 日預かり保育の状況
(3)公立幼稚園の在 り方に関す る以下の場
での議論について

ア つくば市立幼稚園のあり方検討委員会
イ つくば市総合教育会議及び教育委員会
(4)市立幼稚園の在 り方に関す る録護者 を
含めた市民との意見交換にういて

(5)つ くば市における市立幼稚園の役割

※ 一般質問を行うに当たっては,明確な答弁を求めるため,会議規則第 61条編注
4の とおり,通告書に発言の要旨等を読んで分かる程度の具体的内容を記入される
ようお願いします。


